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(57)【要約】
【課題】断熱性能の向上した真空断熱材を得ることを目
的とする。
【解決手段】繊維径の異なる複数の繊維で抄紙した繊維
シートを複数枚積層した芯材を構成し、この芯材を真空
密閉して外被材で覆って真空断熱材を構成する。太い繊
維径と長い繊維長とをもつ繊維によって、伝熱方向に対
して繊維長さ方向を直角に近づけることが可能となる。
このため、繊維自体を通じて移動する固体熱伝導を抑制
できる。また、細い繊維径をもつ繊維によって、繊維シ
ートの強度を確保することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
繊維径の異なる複数の繊維で構成された繊維シートと
この繊維シートが複数枚積層された芯材を真空密閉して覆う外被材とを備えた真空断熱材
。
【請求項２】
繊維径の異なる複数の繊維には、最小の繊維径をもつ繊維の繊維長よりも繊維長が長い繊
維が含まれることを特徴とする請求項１記載の真空断熱材。
【請求項３】
繊維径の異なる複数の繊維の少なくとも１つの繊維の繊維長さＬが、繊維シートの厚さｔ
との関係において、ｔ／Ｌの値が０．１７４より小さいことを特徴とする請求項１記載の
真空断熱材。
【請求項４】
繊維径の異なる複数の繊維が、無機繊維であることを特徴とする請求項１記載の真空断熱
材。
【請求項５】
繊維径の異なる複数の繊維が、有機繊維であることを特徴とする請求項１記載の真空断熱
材。
【請求項６】
繊維径の異なる複数の繊維が、無機繊維と有機繊維とが混在していることを特徴とする請
求項１記載の真空断熱材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、真空断熱材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、真空断熱材の断熱性能の向上を図るために、伝熱方向へ積層された多数枚の繊維
シートをパネル内に配設し、内部を高真空として封止した真空断熱材が提案されている。
この真空断熱材においては、繊維シートを繊維径分布のピーク値が、１μｍ以下、０．１
μｍ以上である無機繊維材料で構成することによって、繊維から伝わる固体熱伝導を抑制
して断熱性の向上化が図られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、別の真空断熱材として、破断歪限界を大きくして、外力による変形に対して破断
し難いガラス繊維を長さ方向と伝熱方向を略垂直にした真空断熱材が提案されている。こ
の真空断熱材においては、紡糸条件によって強度が高めたガラス繊維を、伝熱方向にガラ
ス繊維同士が交差するように層状に積層することで繊維破断を防止して高性能化が図られ
ている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－８１５９６号公報（３頁、図２）
【特許文献２】特開２００６－３０７９２１号公報（３頁、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、１μｍより径が細い無機繊維で構成された真空断熱材においては、製法
上繊維長さが限定されてしまい、長尺繊維でシートを作製することは困難である。したが
って短尺繊維は、繊維長手方向とシートを形成する平面方向との繊維角度が大きくなり易
く、伝熱方向と繊維方向が同じ方向を向いてしまう。これによって、伝熱方向への熱伝導
が大きくなることから、真空断熱材の断熱性能が低下してしまうという問題があった。
【０００６】
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　また、ガラス繊維を長さ方向と伝熱方向を略垂直にした真空断熱材においては、繊維強
度を高めるために紡糸時の製造条件などについての記載はあるものの繊維同士が交差する
ように層状に積層する具体的な手法についてはなんら言及がなされていない。さらに、交
差層状に積層した場合、真空断熱材の内部に伝熱方向に貫通する空間が存在し易くなり、
外被材内部に残留する気体分子の平均自由行程より伝熱方向への空間距離が長くなる。そ
の結果、気体伝導が増加して、むしろ断熱性能が悪くなるなどの問題があった。そして、
織物製法で作製したとき、生産性が悪くなるばかりか、高速化すると、繊維が破断し易く
、さらに性能が低下してしまうなどの問題があった。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、断熱性能の向上
を図ることができる真空断熱材を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係る真空断熱材は、繊維径の異なる複数の繊維で構成した繊維シートとこの
繊維シートを複数枚積層した芯材を真空密閉して外被材で覆ったものである。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明に係る真空断熱材においては、繊維シートを繊維径の異なる複数の繊維で構成
しているので、細い繊維径をもつ繊維でシート化された繊維シートの引張強度を確保させ
つつ、太い繊維径をもつ繊維によって、伝熱方向と繊維長さ方向の傾斜角を直角に近づけ
ることが可能となる。このため、繊維自体を通じて移動する固体熱伝導の抑制を図ること
ができ、真空断熱材の断熱性能の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
実施の形態１．
　図１は、この発明を実施するための実施の形態１における真空断熱材を示す断面模式図
である。真空断熱材１は、繊維シート２を積層して構成された芯材３と、芯材３を覆って
密閉する外被材４とを有している。図２は、本実施の形態における繊維シート２の拡大断
面模式図である。図２において、繊維シートは、太径繊維５とこの太径繊維の繊維径より
も細い繊維径をもつ細径繊維６とが混在して構成されている。
【００１１】
　次に、本実施の形態における、真空断熱材１の製造方法について説明する。まず、繊維
シート２の作製方法については、例えば水に太径繊維５および細径繊維６を分散させ、自
動送り式抄紙機で抄紙してシート状に形成した後、乾燥工程を経てロール状に巻き取られ
たシートロールを作製する。次に、このシートロールからシートを引き出して必要なサイ
ズに裁断して繊維シート２とし、この繊維シート２を複数枚重ねた芯材３を作製する。こ
の後、芯材３を２枚もしくは１枚を折り返した外被材４で覆い、外被材４で覆われた芯材
３を真空チャンバ内に配置する。この後、真空チャンバ内を減圧することにより、外被材
４で覆われた空間を減圧して外被材４で覆われた空間を真空状態にする。この後、外被材
４で覆われた空間が所定の圧力、例えば０．１～３Ｐａ程度の真空圧になっている状態で
外被材４の外周部を密閉した後、真空チャンバ内の圧力を大気圧状態にまで戻す。これに
より、真空断熱材１が完成する。完成した真空断熱材１の内部空間は真空状態に保持され
、外被材４および芯材３は外部との圧力差による圧縮力を受けている。また、必要に応じ
て外被材４で覆われた空間には、適当なガス吸着剤を挿入する。
【００１２】
　なお、繊維シート２に含有される水分については、抄紙時の乾燥工程とは別に、裁断前
後などに繊維シート２を加熱しながら減圧するような工程を設けてこの水分を除去しても
よい。また、外被材４で覆われた芯材３が真空チャンバ内で減圧された状態において、真
空チャンバ内を加熱するような機構を設けて、繊維シート２自体に熱収縮や熱分解などの
熱負荷がからない温度で、かつ真空放電などを誘発しない圧力に設定するなどして、適切
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な条件を設定して繊維シート２の水分を除去してもよい。
【００１３】
　また、本実施の形態における、構成材料について説明する。繊維シートに用いる太径繊
維および細径繊維は、例えばガラス繊維を用いることができる。太径繊維の繊維径として
例えば約φ６μｍ、細径繊維の繊維径として例えば約φ１μｍとすることができる。また
、外被材としては、例えばアルミラミネートシートを用いることができる。
【００１４】
　次に、本実施の形態の真空断熱材において、繊維シートに繊維径の異なる繊維を混在さ
せことの効果について説明する。図３は、繊維の繊維径とその繊維のみで繊維シートを構
成した真空断熱材の熱伝導率との関係をシュミレーションした特性図である。図３は、本
実施の形態と異なり、単一の繊維が互いに接触したモデルで、芯材充填率を一定として繊
維シートが構成されたものに相当し、熱伝導率は真空断熱材の厚さ方向の熱伝導率を計算
したものである。図３において、縦軸の熱伝導率の差は、繊維径がφ４μｍのときの真空
断熱材の熱伝導率を基準値として、その基準値との熱伝導率の差を表している。図３から
は、繊維径が細くなるほど真空断熱シートの断熱性能は向上することがわかる。これは、
繊維径が細くなるほど熱抵抗が大きくなるからである。しかしながら、その数値的な影響
を調べたところ、例えばφ１０μｍとφ１μｍの繊維での熱伝導率の差は、０．０００１
Ｗ／（ｍ・Ｋ）のオーダで大きな差異はないことがわかった。
【００１５】
　図４は、繊維径および充填率を一定として、繊維傾斜角度と真空断熱材の熱伝導率との
関係をシュミレーションした特性図である。ここで、繊維傾斜角度とは、繊維シートの平
面方向と繊維の長手方向との角度であり、この角度はある程度分布をもつことから、平均
値で表している。図４において、縦軸の熱伝導率の差は、繊維傾斜角度が１０度のときの
真空断熱材の熱伝導率を基準値として、その基準値との熱伝導率の差を表している。
図４から、繊維傾斜角度が１０度より大きくなると熱伝導率の増加率がより顕著になるこ
とが明らかになった。したがって、繊維傾斜角度を１０度程度以下にすることによって断
熱性能の向上が図れることがわかった。つまり、図３および図４から、繊維径を細くする
ことよりも、繊維傾斜角度を１０度以下になるようにすることで、断熱性能が顕著に向上
するという知見が得られ、この発明に到ったものである。
【００１６】
　図５は、繊維シートの内部の太径繊維の状態を示した模式図である。例えば、図５に示
すように、φ６μｍｍの太径繊維５の繊維長さ（Ｌ）を６ｍｍとし、繊維シート２の厚み
（ｔ）を０．４ｍｍとした場合、太径繊維が最も立ち上がった状態、つまり太径繊維の一
方の端部が繊維シートの一方の面に到達し、太径繊維の他方の端部が繊維シートの他方に
面に到達した状態の理論上の繊維傾斜角度θは、ｓｉｎθ＝０．４／６となる。ゆえに、
最大繊維傾斜角度は４度となり、太径繊維の繊維傾斜角度は４度以下になる。一方で、細
径繊維については、例えばφ１μｍ程度の細径繊維をガラス繊維とすると、通常このサイ
ズでは火炎法にて繊維を製造するために、繊維長さは１ｍｍ程度になる。したがって、φ
１μｍ×長さ１μｍ程度の繊維のみの繊維傾斜角度を同様に計算すると、最大繊維傾斜角
度は約２４度となる。したがって、繊維長さは１ｍｍのガラス繊維の繊維傾斜角度は０～
２４度になる。実際にこのガラス繊維には、繊維長さは１ｍｍよりも短いものが多数含ま
れること、繊維強度や配向性などの影響を受けることなどから、ランダムで多様な傾斜角
度分布を示すが、図４のからも明らかなように、この範囲の繊維傾斜角度では性能向上を
阻害する要因になる。一方で、太径かつ長尺繊維は、傾斜角度の抑制を実現できる可能性
が認められる。
【００１７】
　図４および図５の関係から、繊維長さ（Ｌ）とシート厚み（ｔ）との関係が、ｔ／Ｌ＜
ｓｉｎ（１０°）であれば、断熱性能が顕著に向上することとなる。ｓｉｎ（１０°）は
、約０．１７４であるので、ｔ／Ｌが０．１７４より小さいときに、断熱性能が顕著に向
上することとなる。
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【００１８】
　それを実証するために、実施例として、細径繊維として繊維径φ１μｍ×繊維長さ１ｍ
ｍのガラス繊維を５０ｗｔ％、太径繊維として繊維径φ６μｍ×繊維長さ６ｍｍのガラス
チョップを５０ｗｔ％の比率で混合させ、厚さ０．４ｍｍの繊維シートを試作した。
【００１９】
　ここで、繊維シート作製には、例えば自動送り式抄紙機を用いた場合、繊維シートとな
るシートロールの流れ方向に適度な引張強度が確保されなければロール化ならびにロール
からの巻き戻しが不可能になる。特に、断熱性能を悪化させないように、バインダー等の
結着材を全く添加しない場合は、シートの薄膜化には限界がある。量産化を想定した場合
、今回の０．４ｍｍはこれに近い数値であった。作製した繊維シートを約３０枚積層して
芯材とし、外被材であるアルミラミネートシート（ナイロン１５μｍ＋ポリエチレンテレ
フタレート１２μｍ＋アルミシート６μｍ＋ポリエチレン５０μｍ）に吸着剤とともに挿
入して、真空チャンバ内で約１Ｐａまで減圧させて、外被材の間口部を熱融着によって密
閉し、真空断熱材を作製した。ここで、吸着剤は、外被材のシール部やアルミラミネート
シート自体の欠陥などを通じて内部に侵入してくる水分や外部気体もしくは芯材から発生
するアウトガスなどを吸着して真空度を保持するためのもので、ＣａＯ系、活性炭系、ゼ
オライト系やさらにこれらにＬｉやＢａを混合させたものなどがある。
【００２０】
　この実施例の真空断熱材の熱伝導率λを測定した結果、λ＝０．００１７Ｗ／（ｍ・Ｋ
）が得られた。一方、比較例として、繊維径φ１μｍ×繊維長さ１ｍｍのガラス繊維のみ
で実施例と同様の条件にて、真空断熱材を製作して熱伝導率を測定した結果は、λ＝０．
００２２Ｗ／（ｍ・Ｋ）と、上記実施例よりも断熱性能が劣ることがわかった。このとき
の真空状態を模擬して芯材の断面観察をしたところ、実施例においては、太径繊維の繊維
傾斜角度はほぼ１０度未満であった。一方、細径繊維のみの比較例においては、繊維傾斜
角度が１０度を超えるものが多く見られ、繊維傾斜角度の大きなものでは２０度前後のも
のも観察された。したがって、太径長尺繊維の混合によって繊維長手方向を伝熱方向に対
して直角に近づけることができ、熱伝導率の低減が図れ、高性能な断熱材を得ることがで
きた。
【００２１】
　なお、真空状態を模擬して芯材の断面観察する方法とは、真空チャンバ内に入れる前の
真空断熱材を両面から１気圧相当の圧力で圧縮し、これを樹脂で固めたのちに断面を電子
顕微鏡で観察する方法である。
【００２２】
　一方、繊維シートを全て太径繊維で構成した場合の性能評価を実施した。断熱性能を低
下させるバインダー等の結着剤を全く添加しないで、φ６μｍの繊維径の繊維だけで繊維
シートを試作した結果、繊維シートとなるシートロールの巻き戻しが不可能で、ハンドリ
ングが困難になるなど、製造上の問題が生じた。また、強引に巻き取ったロールシートを
切開する形で強制的に芯材とし、これを上記方法と同様に真空断熱材にして熱伝導率を測
定した結果、λ＝０．００１９Ｗ／（ｍ・Ｋ）と、上記実施例よりも断熱性能が劣ること
がわかった。この原因は、繊維シートの積層境界が不確定になり、太径繊維が繊維シート
間を越えて傾斜したために繊維傾斜角度が大きくなり、さらに、繊維シートを構成する繊
維と繊維の間隔が大きくなったことによって、外被材内部の気体分子が移動し易くなり、
気体熱伝導が促進されたと推定される。
【００２３】
　なお、本実施の形態においては、繊維シートに用いる太径繊維および細径繊維として、
ガラス繊維を用いているが、ガラス繊維以外の無機材料で構成された、例えばセラミック
繊維などの無機繊維を用いることもできる。
【００２４】
　なお、本実施の形態においては、繊維シートを作製する方法として、抄紙法を適用した
湿式法を用いたが、これに限定されるものではなく、繊維シートを形成できるのであれば
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乾式などの別の製法を用いてもよい。
【００２５】
実施の形態２．
　図６は、実施の形態２における真空断熱シートに用いる繊維シートの拡大断面模式図で
ある。図６において、繊維シートは、太径繊維５とこの太径繊維の繊維径よりも細い繊維
径をもつ細径繊維６と、さらに太径繊維５の繊維径よりも細く、かつ細径繊維６の繊維径
よりも太い繊維径をもつ中径繊維７とが混在して構成されている。これらの繊維の構成と
しては、例えば、太径繊維は繊維径がφ１０μｍで繊維長さを１０ｍｍとし、細径繊維は
繊維径がφ１μｍで繊維長さを１ｍｍとし、さらに中径繊維は繊維径がφ４μｍで長さは
４ｍｍ程度である。これらの繊維を、細径繊維を５０ｗｔ％、中径繊維を２５ｗｔ％、太
径繊維を２５ｗｔ％として繊維シートの試作を試みたところ、シート厚みは０．２ｍｍま
で薄膜化することができた。
【００２６】
　本実施の形態において、実施の形態１の図５を用いて説明した繊維傾斜角度を計算した
ところ、中径繊維の繊維傾斜角度は３度程度、太径繊維の繊維傾斜角度は約１度、細径繊
維の繊維傾斜角度は約１２度となる。
この繊維シートをそれぞれ約６０枚積層し、実施の形態１の実施例と同様に真空断熱材を
作製して熱伝導率（λ）を測定した結果、λ＝０．００１４Ｗ／（ｍ・Ｋ）であった。ま
た、この真空断熱材の真空状態を模擬した断面観察を実施したところ、太径繊維の繊維傾
斜角度は５度未満であり、また中径繊維の繊維傾斜角度も１０度未満であり、さらに細径
繊維の繊維傾斜角度も、最大で１５度程度の傾斜があるものが極微量観察されたが、大部
分は約１０度程度で、１度程度のものもあった。
【００２７】
　比較例として、細径繊維のみで繊維シートを構成した真空断熱材を作製して熱伝導率（
λ）を測定した結果、λ＝０．００１９Ｗ／（ｍ・Ｋ）と、上記実施例よりも断熱性能が
劣ることがわかった。また、この比較例の真空断熱材の真空状態を模擬した断面観察を実
施したところ、繊維傾斜角度は１２～１５度が多かった。
【００２８】
　本実施の形態のように、中径繊維を混合することによって、繊維シートの引張強度を高
めることができ、それによって繊維シートを薄膜化させることができる。その結果、混合
した太径長尺繊維ならびに中径繊維の繊維長手方向が伝熱方向に対して直角に近づけるこ
とが可能となり、実施の形態１よりもさらに断熱性能が向上した真空断熱材が得られた。
【００２９】
　なお、本実施の形態においては、３種類の繊維径の異なる繊維を用いて繊維シートを構
成したが、４種類以上の繊維径の異なる繊維を用いてもよい。その場合、最も繊維径の細
い繊維以外の少なくとも１種類の繊維の繊維長さが、最も繊維径の細い繊維の繊維長さよ
り長ければ、同様な効果が得られる。
【００３０】
実施の形態３．
　実施の形態１においては、繊維シートに用いる太径繊維および細径繊維としてガラス繊
維を用いていたが、実施の形態３においては有機繊維を用いたものである。
【００３１】
　本実施の形態においては、繊維シートに用いる太径繊維および細径繊維としてポリエチ
レンテレフタレート繊維を用いたものである。太径繊維の繊維径として約φ１１μｍ、細
径繊維の繊維径として約φ３μｍとした。繊維の材料以外の構成は実施の形態１と同様で
ある。
【００３２】
　このように構成された真空断熱材において、熱伝導率（λ）を測定した結果は、λ＝０
．００１８Ｗ／（ｍ・Ｋ）であった。なお、比較のために、細径繊維のみで構成した繊維
シートを用いた真空断熱材において、熱伝導率（λ）を測定した結果はλ＝０．００２３
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Ｗ／（ｍ・Ｋ）であり、実施の形態１と同様に、太径繊維と細径繊維とで繊維シートを構
成することにより、真空断熱材の断熱性能を向上させることができる。
【００３３】
　なお、本実施の形態においては、繊維の材料としてポリエチレンテレフタレート繊維を
用いたが、ポリエステル系やそれ以外の有機繊維、例えばポリプロピレン、ポリスチレン
、ポリエチレンなどの有機繊維を用いることもできる。また、無機繊維と有機繊維とを混
在させても同様の効果が得られることは明らかであり、製造方法やコストの面から適宜繊
維の材料を選択することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】この発明の実施の形態１の真空断熱材を示す断面模式図である。
【図２】この発明の実施の形態１における繊維シートの拡大断面模式図である。
【図３】この発明の実施の形態１における繊維径と真空断熱材の熱伝導率との関係を示し
た特性図である。
【図４】この発明の実施の形態１における繊維傾斜角度と真空断熱材の熱伝導率との関係
を示した特性図である。
【図５】この発明の実施の形態１における繊維長さと繊維シートの厚みとの関係を示した
模式図である。
【図６】この発明の実施の形態２における繊維シートの拡大断面模式図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　真空断熱材
２　繊維シート
３　芯材
４　外被材
５　太径繊維
６　細径繊維
７　中径繊維
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